
≪職種≫市民運動公園 維持管理業務   

  

 

(１)勤務地 

      ・日立市市民運動公園陸上競技場（日立市東成沢町２－１５－１）  

 

    (２)雇用期間 

      ・令和７年４月１日から令和８年３月３１日（１年間） 

          ※勤務状況により１年単位での継続あり  

 

(３)職務内容 

   ・管理施設の維持管理にかんすること（整地・草刈・修繕・清掃業務等）  

    ・その他、スポーツ振興事業の補助業務に関すること  

 

    (４)勤務形態 

      ・勤務日数 … 次のとおり 

４月１日から３月３１日までの月曜日から金曜日（祝日除く）  
・勤務時間 … 次のとおり 

        ８:３０～１５:３０…６時間（６０分休憩） 

      ・そ の 他 … 協会が主催する大会やイベントで、上記以外に勤務する場合あり  

 

    (５)賃金等 

     ・時給制（１，０１０円） 

      ・所定の勤務時間以外の勤務（勤務を要する日）は時給に１００分の１２５を加算  

した割合とする。 

   ・所定の勤務時間以外の勤務（勤務を要しない日）は時給に１００分の１３５を加  

    算した割合とする。  

・交通費月額２，０００円～（通勤距離が片道２km を超える場合） 

 

    (６)福利厚生関係 

      ・年次休暇を付与（※雇入開始から６か月経過後）  

      ・労災保険、社会保険、雇用保険の被保険者とする  

 

(７)必要な経験等（あると望ましい） 

      ・応急修繕に必要な、工具の取扱い（大工道具・電動工具など）  
   ・普通自動車運転免許  
   ・トラクター及び刈払機の操作等  
 

以   上  


